
令和６年４月 

３  評価項 目及び 配点一 覧 

総合評価 の型式、工 事の特性（ 工事内容、 規模、入 札参加資格 等）を勘 案して、工 事

ご とに次に 掲げる評価 項目及び得 点配分の設 定を行い ます。 

 

1 ● 15.0

2 ● 15.0

3 ● 1.0 ● 1.0

4 ● 3.0 ● 3.0 ● 1.5

5 ● 1.0

6 ● ●

指定した工事の主任（監理）技術者 2.0 2.0

指定した工事の現場代理人 1.0 1.0

入札参加要件に指定した工事の主任（監理）技術者 1.0 1.0

入札参加要件に指定した工事の現場代理人 0.5 0.5

8 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.0

過去3年間で○○点以上(上位５％程度) 3.0 3.0

過去3年間で○○点以上(上位20％程度) 2.0 2.0 1.0

過去3年間で○○点以上(平均点を超える程度) 1.0 1.0 0.5

10 ● 1.0 ● 1.0

11 若手・女性技術者の配置 ● 1.0 ● 1.0

12 安全教育等の取組状況 ● 1.0 ● 1.0

13 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.0

14 ● 0.5 ● 0.5 ● 0.5

15-1 防災活動の実績 ● 1.0 ● 1.0 ● 1.0

15-2 応急復旧活動等の実績 ○ 1.0 ○ 1.0

16-1 防災活動の実績 ● 1.0 ● 1.0 ● 1.0

16-2 応急復旧活動等の実績 ○ 1.0 ○ 1.0

17 ○ 1.0 ○ 1.0

18-1 （同一の区域） 〇 1.0 ● 1.0

18-2 （同一の地域） 〇 0.5 〇 0.5

19 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.0

市内に主たる営業所 2.0 2.0 2.0

市内に支店・営業所等 1.0 1.0 1.0

21 市内企業の施工割合 ● 1.0 ● 1.0

22 維持管理の実績 〇 1.0 〇 1.0

●　必須項目計

○　追加可能項目計

（注）本復旧工事を施工能力Ⅰ型、Ⅱ型で実施する場合は※のみを評価項目とする。

●：必須項目　　○：追加可能項目

評　　価　　項　　目

配点

施工能力
Ⅱ型

技術提案１

技術提案２

技術
提案型

施工能力
Ⅰ型

配点 配点

企業の施工実績

企業の工事成績

受注件数評価

【試行】不調工事の受注実績  （令和７年度から配点1.0点の加点対象とする。）

7 配置予定技術者の施工実績 ● ●

配置予定技術者の保有資格

9 優良技術者の配置 ●

建設機械の保有状況

● ●

登録基幹技能者の配置

建設キャリアアップシステム（CCUS）の事業者登録実績

災害に強いまちづくり
　（上水道関係以外の工事）

ライフラインの保全

　（上水道関係の工事）

○ ○ ○

地域精通度

主たる営業所の所在

20 支店、営業所等の所在

継続学習の実績

7.5

配点合計
（適用の除外がある場合はこの限りでない）

43.5～47.5 14.5～23 7.0～14.5

43.5 14.5 7.0

4.0 8.5

※

※

※

※

※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※

※ ※
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 地域精通度（同一の地域） 

工事箇所と、業者登録時に申請した中学校区が、発注者の指定した中学校区と同一の範囲内にある場合、

優位に評価します。 

【適用条件】 

・施工能力Ⅰ型、施工能力Ⅱ型：追加項目（本復旧工事の場合は、評価項目とする。） 

・営繕工事は、評価項目としない。 

【評価条件】 

・「同一の地域」とは、中学校の学区とする。 

 ・工事箇所と申請者の申告した中学校区で確認を行う。 

・山間地工事で対象となる学区に業者がいない場合には、周辺学区を指定することができる。 

・公告日時点で、本市に登録している中学校区を評価対象とする。 

・入札参加者が経常ＪＶの場合の評価対象は、代表構成員のみとし、特定ＪＶの場合の評価対象は、代

表構成員又はその他構成員のいずれかとする。 

・中学校区は、静岡市ホームページに掲載されている「静岡市立小中学校通学区域表」を参考に登録す

ること。 

（静岡市ＨＰ→子ども・子育て（便利ガイド）→教育委員会→市立学校→市立学校への入学・転校手

続き→小中学校の入学・転校手続き→静岡市立小・中学校通学区域表） 

URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/kyoiku/s002147.html 

【提出書類】 

・証明書類の提出は不要。 

     

評価項目 評価基準 配点 

地域精通度 

（同一の地域） 

 

業者登録時に申請した中学校区が、発注者が指定した中学校区の範囲内に

ある（主たる営業所が○○の範囲内にある）。 
 

0.5 

 

業者登録時に申請した中学校区が、発注者が指定した中学校区の範囲内に

ない（主たる営業所が○○の範囲内にない）。 
 

0.0 

令和６年４月 

 
18－２ 地域精通度（同一の地域） 

工事箇所と、業者登録時に申請した中学校区が、発注者の指定した中学校区と同一の範囲内にある場合、

優位に評価します。 

 

【適用条件】 

・施工能力Ⅰ型、施工能力Ⅱ型：追加項目（本復旧工事の場合は、評価項目とする。） 

・営繕工事は、評価項目としない。 

・災害復旧工事で発注する場合 

  施工能力Ⅰ及びⅡ型：追加可能項目 

・災害復旧工事以外で発注する場合 

  施工能力Ⅱ型：追加可能項目 

 

【評価条件】 

・「同一の地域」とは、中学校の学区とする。 

 ・工事箇所と申請者の申告した中学校区で確認を行う。 

・山間地工事で対象となる学区に業者がいない場合には、周辺学区を指定することができる。 

・公告日時点で、本市に登録している中学校区を評価対象とする。 

・入札参加者が経常ＪＶの場合の評価対象は、代表構成員のみとし、特定ＪＶの場合の評価対象は、代

表構成員又はその他構成員のいずれかとする。 

・中学校区は、静岡市ホームページに掲載されている「静岡市立小中学校通学区域表」を参考に登録す

ること。 

（静岡市ＨＰ→子ども・子育て（便利ガイド）→教育委員会→市立学校→市立学校への入学・転校手

続き→小中学校の入学・転校手続き→静岡市立小・中学校通学区域表） 

URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/kyoiku/s002147.html 

 

【提出書類】 

・証明書類の提出は不要。 

 

     

評価項目 評価基準 配点 

地域精通度 

（同一の地域） 

 

業者登録時に申請した中学校区が、発注者が指定した中学校区の範囲内に

ある（主たる営業所が○○の範囲内にある）。 
 

0.5 

 

業者登録時に申請した中学校区が、発注者が指定した中学校区の範囲内に

ない（主たる営業所が○○の範囲内にない）。 
 

0.0 

修正箇所 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/kyoiku/s002147.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/kyoiku/s002147.html

